
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 
 

資料番号 38 担当課 建築住宅課 

法令名 租税特別措置法 根拠条項 
第 62 条の３第

４項第16号二 

許認可等

の内容 

住宅の新築が優良な住宅の供

給に寄与するものであること

についての認定 

（土地の譲渡等がある場合の特別税率） 
第六十二条の三 法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所

得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第
三項まで（これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含

む。）、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十項、第四
十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第

四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項、

第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その
他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該

土地の譲渡等（次条第一項の規定の適用があるものを除く。）に係る譲渡利益金額の合計額に百
分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

２～３ 省略 
４ 第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、そ
の有する土地等（棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。）

の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつ
き財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。 

 一～十五 省略 
 十六 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅（それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。）

の建設を行う個人（当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該

個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人
若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。）又は法人（当該建設を行う法人の合併

による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を

行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分
割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う

場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。）
に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住

宅の用に供されるもの（第六号から第九号まで、第十二号又は前二号に掲げる譲渡に該当す

るものを除く。） 
 十七 省略 
５～１３ 省略 
 
 
 
 

 


